
事務事業数

31

知事を本部長とし、各部長級で構成する「人口減少問題対策本部」のほか、道内各界の代表者等
による北海道創生協議会において、人口減少問題対策の総合的な企画、調整及び推進を図ってい
る。
また、集落対策の専門家による「元気なふるさとづくり研究会」等により、先進事例や専門的知
見を取り入れている。

緊急性
優先性

政策体系
(中項目)

協働によるまちづくりの推進や地域コミュニティの再構築
政策体系
コード

知事公約　創生総合戦略

Ｒ４ 4,776,541 Ｒ３ 4,801,911
予算額
（千円）

令和４年度　基本評価調書① 所管部局

3(1)A

概ね順調総合判定SDGs

関連重点
戦略計画等

施策名 まちづくりの推進
施策
コード

0209

地域戦略課、地域政策課所管課
総合
政策部

対応状況
(R4.3時点)

-

実績と成果

　地域社会のニーズに応えるＮＰＯをはじめ、まちづくりを担う多様な主体を育成し、協働によ
るまちづくりを推進する。

Ｒ２ 5,126,667

現状と
課題

　本道では、人口減少や少子高齢化の進行により、地域の経済や暮らしなど様々な分野で影響が
懸念されている。こうした地域を取り巻く厳しい状況を踏まえ、地域の特性や資源、強みを活か
し、民間の知恵と力の積極的な活用や市町村等との連携により、地域振興を効果的に推進してい
くことが必要である。

連携状況

今年度の取組

施策目標

主な取組

前年度
二次評価
意見

-

・地域活動の担い手となる人材の育成や
サポートなど各種取組の展開
・道内外の経済界等と連携し、企業や人
材等のマッチング等を進める
・各振興局において事業の企画・立案及
び市町村等へ多面的に支援をすること
で、多様な主体による地域活性化に向け
た取組を促進

・多様な主体と連携のもと、地域おこし協力隊をはじ
め、地域づくりに意欲的な担い手の育成・サポートに
取り組むとともに、業種･地域を越えたネットワーク
の構築に取り組んだ（地域おこし協力隊や集落対策に
取り組む若者をはじめとして、道内各地で意欲的に地
域づくりに取り組んでいる人材に対し、業種・地域を
越えた拘留の場づくり、人材育成をサポートする取組
を実施）。

・地域づくり総合交付金などにより、市町村等が行う
地域課題の解決や地域活性化にむけた取組を支援し
た。

集落の小規模化や高齢化が進行し、地域の活性化を担う人材の不足や、日常生活に必要な施設の利用
環境の悪化が進むなど、様々な課題が複雑化・多様化していることから、地域の活力を維持するため、集
落の維持や住民生活の確保、集落対策に取り組む人材の育成・確保等について、支援策を強化するよ
う、国への要望を実施。



<成果指標の達成状況>　⇒３つ以外の指標は、補助指標調書に記載
増加 ％ R元年度 R2年度 R3年度 最終目標(R6) 達成率 指標判定

目標値 75.4 75.4以上 75.4以上 75.4以上
実績値 75.4 74.2 74.8

増加 市町村数 R元年度 R2年度 R3年度 最終目標(R7) 達成率 指標判定
目標値 155 159 163 176
実績値 151 - 158

増加 ％ R元年度 R2年度 R3年度 最終目標(R6) 達成率 指標判定

目標値 78.7 78.7 78.7 78.7以上

実績値 78.7 67.7 73.6

【総合判定】

対応方針番号

令和４年度　基本評価調書② 施策名

B

　多様な主体との連携・協働による地域活性化を推進し、地域コミュニティの維持に資する取組
の成果を測る指標として設定

96.9%

　総合計画の政策の方向性「地域互いに支え合うまちづくりの推進」の観点から安心して暮らし
ていくために必要となる生活支援に関する取組の成果を測る指標として設定

指標名②

指標名③

集落対策を実施している市町村数
（集落対策に取り組む市町村数）

「できれば今と同じ市町村に住
んでいたい」と考える人の割合

99.2%

設定理由

集落の小規模化、高齢化の進行によるスーパー・ガソリンスタンドなど、日常生活に必要な施設の利用環境
の悪化などにより、目標値に達していない。引き続き、市町村とも連携を図りつつ、買い物支援や生活交通
の確保など、日常生活に必要なサービスを確保・維持していくための取組支援を行う。

分析（主な取組と成果）

集落対策に取り組む市町村数は増加しているものの、取組を始めるための課題が解消されていない市町村も
あり、目標値まで達していないことから、引き続き、先進事例や各地域の取組の共有を図る。

食料品などの日々の買い物に「満足し
ている」、「やや満足している」人の
割合

93.5%

0209まちづくりの推進
施策
コード

指標名①

B

設定理由
　総合計画の政策の方向性「地域互いに支え合うまちづくりの推進」の観点から安心して暮らし
ていくために必要となる生活支援に関する取組の成果を測る指標として設定

分析（主な取組と成果）

分析（主な取組と成果）

令和3年度の「できれば今と同じ市町村に住んでいたい」と考える割合は、前年度に比べて微増しており、
最終目標達成に向けて、引き続き、地域において必要な住民サービス機能の維持・確保、そこに住み続けた
いと思える環境づくりに向けた各般の施策に粘り強く取り組む必要がある。

設定理由

B

②
市町村による主体的な集落対策の取組が進むよう、専門家の意見を踏まえながら、必
要なサポートを引き続き行うとともに、道内集落の現状や国の支援の動向を見つつ、
課題やニーズに応じた取り組みを進める。

③

○ B 総合判定 概ね順調連携状況
緊急性
優先性

指標判定○

翌年度に
向けた
対応方針

内容

①
当面の人口減少が見込まれる中、住み続けたいと思える地域づくり、まちづくりの推進に向
け、市町村とも連携しながら、引き続き、各般の施策に取り組む。



<二次政策評価>

対応方針番号

R5新規事
業数

1

①

②

③

Ｒ５
施策の
方向性

令和４年度　基本評価調書③ 施策名

二次政策
評価への
対応

R4年度
二次政策
評価

まちづくりの推進
施策
コード

0209

方向性
関連する事務事業
（新規・拡充）

当面の人口減少が見込まれる中、住み続けたいと思える地域づ
くり、まちづくりの推進に向け、市町村とも連携しながら、引
き続き、地域の資源を生かした産業の振興や、地域の歴史・文
化・自然環境を用いた、ふるさとへの愛着の醸成など、各般の
施策に取り組む。

拡充：地域づくり総
合交付金

地域づくり人材を確保するため、地域おこし協力隊や集落支援
員等の確保、定着に向け、隊員や支援員、受入自治体が必要と
するサポートを実施する

拡充：地域づくり推
進費（地域力向上サ
ポート事業費）
新規：地域おこし協
力隊支援パッケージ
事業



施策名 施策コード

うち
一般財源

本庁 出先
機関 人工計
対応
方針
番号

方向性

1301 0215 事務 総合調整等業務 地域戦略課 0 0 0 4.5 2.6 7.1 55,266

1302 0215 一般
地方創生対策推進費（「北海道創
生総合戦略」推進事業費）

地域戦略
課

0 4,041 4,041 2.2 2.2 4.4 38,291 ①
改善（取組

分析）
改善

1306 - 事務 北海道創生プラットフォーム事業
地域戦略
課

0 0 0 2.2 2.2 4.4 34,250 ①
改善（取組

分析）
改善

1314 0215 一般
地方創生対策推進費（関係人口創
出・拡大事業）（創生交付金）

地域戦略
課

0 8,014 4,007 1.3 0.8 2.1 24,360 ①
改善（取組

分析）
終了

1308 0215 一般
地方創生対策推進費（札幌市連携
促進費）

地域戦略
課

0 450 450 1.3 6.8 8.1 63,500 ①
改善（取組

分析）
改善

1310 0215 一般
地方創生対策推進費（地域連携推
進費）

地域戦略
課

0 4,426 4,426 1.8 9.6 11.4 93,164 ①
改善（取組

分析）
縮小

1312 0215 事務
北海道地域振興条例及び市町村
への職員派遣に関すること

地域戦略
課

0 0 0 0.8 1.8 2.6 20,238

1404 0215 一般 知事の地域訪問
地域戦略
課

0 1,927 1,927 1.0 2.8 3.8 31,506

1313 0215 事務 その他地域との調整に関すること
地域戦略
課

0 0 0 1.3 4.3 5.6 43,590

1401 0215 事務 総合調整等業務
地域政策
課

0 0 0 2.0 1.3 3.3 25,687

1402 0215 一般
地域政策総合推進費（青函圏交
流・連携促進費）

地域政策
課

0 264 264 0.5 1.0 1.5 11,940 ①
改善（取組

分析）
改善

1405 0215 一般
地域づくり推進費（地域づくり総合
交付金）

地域政策
課

0 4,580,000 4,450,000 1.5 11.1 12.6 4,678,078 ①
改善（取組

分析）

【事務事業のコスト】
制度改正の成果を適宜把握し、引き続き、北
海道創生総合戦略（地域戦略）の推進に資す
る事業への誘導を図るなど、より効果的な事
業実施に取り組むこと。
財源の有効活用や交付金の充足率の向上の
観点などから、制度の見直しに向けた関係団
体との協議を確実に進めること。

拡充

  今後とも制度改正の成果や北海道総生総
合戦略（地域戦略）の推進に資する事業の状
況を注視しながら、同戦略への誘導を図って
いく。
  また、市町村等に対しては、事業相談の機
会を通じて適切な提案等を行い、本制度の効
果的、効率的な執行に寄与する事業の実施
を推進していく。

1406 0215 一般
地域づくり推進費（地域力向上サ
ポート事業費）

地域政策
課

0 552 202 0.6 1.5 2.1 16,898 ②
改善（取組

分析）
改善

1409 0215 一般
地域づくり推進費（道内避難者心
のケア事業）

地域政策
課

0 14,250 0 0.5 2.3 2.8 36,045

1410 0215 一般
特定地域政策推進費（特定地域政
策推進事業費）

地域政策
課

0 1,920 1,920 0.7 2.0 2.7 22,937 ①
改善（取組

分析）
改善

1412 0215 一般
特定地域政策推進費（離島振興対
策事業費補助金）

地域政策
課

0 5,216 5,216 0.7 2.0 2.7 26,233 ①
改善（取組

分析）
改善

1413 0215 一般
特定地域政策推進費（地域社会維
持推進交付金）

地域政策
課

0 127,960 39,145 0.7 2.0 2.7 148,977 ①
改善（取組

分析）
改善

1415 0215 事務 地域づくり総合相談に関すること
地域政策
課

0 0 0 0.2 1.5 1.7 13,233

1416 0215 事務
地域活性化事業の調整等に関す
ること

地域政策
課

0 0 0 0.3 2.0 2.3 17,903

一次政策評価執行体制
フル
コスト

（千円）

令和４年度

二次政策評価意見

ACTION　結果への対応（令和５年度）

次年度
方向性

二次評価意見への対応状況

職員の服務・研修、道議会事務、文書事務、予算・決算等課内の庶務に
関する事務全般及び各種会議、関与団体、後援依頼に関する事務

多様な主体による取組の裾野を更に広げながら、道南地域と青森県と
の交流・連携を推進する。

市町村等が行う地域課題の解決や地域活性化を目的とした取組などに
対し、総合振興局・振興局が交付金を交付する。

多様な主体と連携しながらのサポート活動などを通じて、地域の主体的
な取組を支援する。

避難生活の長期化に伴い、精神面や身体の不調を訴える避難者に対
し、安心して避難生活を送れるよう、避難者の心のケアに向けた取組を
推進する。

条件不利地域の振興・発展、住民生活の安定を図るため、国の法律や
制度に基づく各施策を実施する。

道内離島地域の本土とのプロパンガス価格是正のため、運送経費に対
する助成を行い、離島地域住民の生活の安定を図る。

条件不利地域の振興・発展、住民生活の安定を図るため、特定有人国
境離島地域住民に対する離島航路・航空路の運賃低廉化に対する助成
を行う。

市町村や地域づくり活動を行う者からの多様な相談や要望に対応する
ための相談窓口を設置し、総合的な支援策の検討・助言、情報提供等
を行う。

「地域経済循環創造事業交付金」など地域活性化事業に係る取組を推
進するほか、各市町村が作成した事業計画等を取りまとめ、国へ提出
する。

職員の服務・研修、道議会事務、文書事務、予算・決算等課内の庶務に関する
事務全般及び各種会議、関与団体、後援依頼に関する事務

条例に基づく地域振興に関する総合調整及び職員派遣推進方針の策
定、地域振興に関する職員派遣制度の運用等

各地域の総合開発期成会窓口との連絡などを行う。

「北海道創生総合戦略」について、実施状況を検証し、必要に応じて見
直すＰＤＣＡサイクルを確立することにより実効性ある推進を図る。

道内市町村の地域創生プロジェクトに対し、金融機関や北海道ゆかりの
団体等と連携しながら、助言等を実施。

札幌市民等をメインターゲットに、地域への興味や関心を持つ「きっか
け」づくりを提供し、「道内の関係人口」の創出・拡大に向け、地域に興
味を持つ層の拡大を図る。

札幌市との連携を強化し、札幌市の都市機能を活用した取組など、共に
北海道全体の魅力を高める取組を実施する。

北海道地域振興条例の地域計画である「連携地域別政策展開方針」を
振興局が中心となって推進する。また、各地域における先進事例を紹介
する情報誌を発行する。

知事が地域を訪問し、市町村長や地域づくり実践者等との対話や懇談、
先進事例の視察などを通して地域課題等を共有し、解決に向けた効果
的・効率的な事業実施につなげることで、地域の特性や資源を活かした
地域づくりを推進する。

0209

整理番号 重複施策 経費区分 事務事業名 事務事業概要
課・局
室名

前年度から
の繰越事業
費（千円）

令和4年度　事務事業評価調書 まちづくりの推進

事業費
（千円）

令和４年度



施策名 施策コード

うち
一般財源

本庁 出先
機関 人工計
対応
方針
番号

方向性

一次政策評価執行体制
フル
コスト

（千円）

令和４年度

二次政策評価意見

ACTION　結果への対応（令和５年度）

次年度
方向性

二次評価意見への対応状況

0209

整理番号 重複施策 経費区分 事務事業名 事務事業概要
課・局
室名

前年度から
の繰越事業
費（千円）

令和4年度　事務事業評価調書 まちづくりの推進

事業費
（千円）

令和４年度

1417 0215 事務 辺地振興対策に関すること
地域政策
課

0 0 0 0.3 1.7 2.0 15,568

1418 0215 事務
総務省・国土交通省所管の地域づ
くり業務に関すること

地域政策
課

0 0 0 0.2 2.2 2.4 18,682

1419 0215 事務 北海道遺産構想の推進
地域政策
課

0 0 0 0.3 1.9 2.2 17,125 ①
改善（取組

分析）
改善

1420 0215 事務
(一財)地域活性化センター及び(一
財)自治総合センター業務に関する
こと

地域政策
課

0 0 0 0.2 2.4 2.6 20,238

1421 0215 事務
東日本大震災による被災地への
支援に関すること

地域政策
課

0 0 0 0.5 1.5 2.0 15,568

1422 0215 一般
ほっかいどう地域づくりチャレン
ジャーネットワーク推進事業費

地域政策
課

0 6,731 6,731 1.5 1.5 3.0 30,083 ①
改善（取組

分析）
終了

1423 0215 一般
地方創生対策推進費（北海道恐
竜・化石プロモーション事業）（創生
交付金）

地域政策
課

0 1,000 327 0.3 0.5 0.8 7,227 ①
改善（取組

分析）
終了

1424 0215 一般
地方創生対策推進費（北海道ヘリ
テージ活用推進事業）（創生交付
金）

地域政策
課

0 806 567 0.3 0.5 0.8 7,033 ①
改善（取組

分析）
終了

1426 0215 一般
地方創生対策推進費（北海道ジオ
パーク魅力発信コラボ事業）（創生
交付金）

地域政策
課

0 916 668 0.6 0.5 1.1 9,478 ①
改善（取組

分析）
終了

1311 0215 一般
地域づくり推進費（自転車活用等
促進事業）

地域政策
課

0 12,990 6,990 1.8 0.3 2.1 29,336 ①
改善（取組

分析）
改善

1425 0215 一般
胆振東部地震災害復興支援推進
費

地域政策
課

0 2,696 2,696 1.8 0.4 2.2 19,821 ①
改善（取組

分析）
改善

1411 - 一般
特定地域政策推進費（集落総合対
策事業費）

地域政策
課

0 2,382 2,382 1.5 2.5 4.0 33,518 ②
改善（取組

分析）
統合

0 4,776,541 4,531,959 33.4 75.7 109.1

集落機能の維持・確保に向けて、「北海道における集落対策の方向性」
に基づき、地域の主体的な取組による集落対策の促進を図る。

計

辺地法に基づく辺地計画を策定する市町村との協議などを行う。

国土交通省及び総務省が実施する補助事業の申請書の取りまとめ、点
検等を行う。

「ＮＰＯ法人北海道遺産協議会」と連携して北海道遺産のＰＲ等を行い、
構想の理念の定着を図る。

本センターが行う各種助成や情報発信事業に係る市町村等からの申請
に対して確認や選考を行うほか、センターとの連絡調整を行う。

東日本大震災に係る被災地の一日も早い復旧・復興に向け、市町村や
関係団体等と連携し、被災地、被災者に対する支援を行う。また、被災
地からの避難者の支援を行う。

胆振東部地震からの本格的な復旧・復興に向けて、被災地や国・関係
機関との連携・調整

道内各地で意欲的に地域づくりにチャレンジしている方々を支援し、業
種や地域を越えた重層的なネットワークづくりを推進する。

恐竜・化石を活用し、地域の活性化を図るため、その価値や魅力を発信
するとともに、道内各地域の展示施設等への訪問を促進する取組を実
施する。

道内各地域の「日本遺産」及び「北海道遺産」を有効活用し、地域活性
化を図るため、道と関係協議会等と一体となって魅力の発信を行う。

道内各地域のジオパークを活用し、地域の活性化を図るため、関係協
議会と一体となって魅力の発信を行う。

「北海道自転車条例」に掲げる基本施策を計画的かつ総合的に推進す
る。




